


スクリーニング、モニタリングなどの未実施や核酸アナログ製剤の投与の中断で、
免疫抑制･化学療法によりＢ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）が再活性化し、患者に影響が
あった事例が１３件報告されています（集計期間：２０１７年１月１日～２０２０年１２月
31日）。この情報は、第４８回報告書「再発・類似事例の分析」の内容をもとに作成しま
した。
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免疫抑制・化学療法によりＨＢＶが再活性化し、
患者に影響があった事例が報告されています。

免疫抑制剤を開始する前にHBｓ抗原の
スクリーニングをしなかった

前医で免疫抑制剤の使用歴があったため、
HBｓ抗原のスクリーニングをしなかった

免疫抑制・化学療法による
Ｂ型肝炎ウイルスの再活性化

主な背景検査・治療の流れ 要因

未実施

スクリーニングでHBｓ抗原陰性の場合に
行うHBｃ抗体・HBｓ抗体の検査をしなかった

未実施

外来で採血オーダの確認が不十分で
HBV DNA定量の検査が漏れた

院内で定期的なモニタリングを確認する
仕組みがなく、HBV DNA定量検査をして
いないことに気付かなかった

未実施

耳鼻咽喉科の退院時に消化器内科へ連絡
せず、投与が継続されなかった

投与の
中断

HBｓ抗原のスクリーニング

HBｃ抗体・HBｓ抗体の測定

HBV DNA定量の測定

核酸アナログの投与

HBV DNA定量・AST／ALT
のモニタリング

http://www.med-safe.jp/pdf/report_2016_4_R002.pdf
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免疫抑制・化学療法によるＢ型肝炎ウイルスの再活性化

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区神田三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
http://www.med-safe.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の一環と
して総合評価部会委員の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
　本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページをご覧ください。 http://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するもの
ではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。

事 例 1 
患者は、関節リウマチの治療のため数年前より免疫抑制剤が処方されていたが、免疫抑制剤を開始する
前にHBｓ抗原の有無を検査されていなかった。心臓カテーテル検査の目的で入院した際、血液検査
でHBs抗原が高値であり、肝胆膵内科にコンサルトした。精査の結果、B型肝炎と診断し、核酸アナログ
製剤の投与を開始した。

事 例 2
患者は急性リンパ性白血病で骨髄移植後、免疫抑制剤を使用していた。外来診察時、患者に肝障害が
認められたため確認したところ、HBV既感染パターンであり、1～3ヶ月ごとに実施するHBV-DNA定量
検査を行っていなかったことに気付いた。精査の結果、HBVの再活性化による急性肝炎と診断し、
緊急入院となった。

・免疫抑制・化学療法により発症するＨＢＶ再活性化について、Ｂ型肝炎治療ガイドラインと
 ともに院内で周知する。
・免疫抑制・化学療法を開始する患者がＨＢｓ抗原陽性の場合は、専門診療科に相談する。

上記は一例です。自施設に合った取り組みを検討してください。

事例が発生した医療機関の取り組み

（総合評価部会）

・院内でＨＢＶ再活性化に注意する薬剤を明確にし、ＨＢｓ抗原をスクリーニングする仕組み
　の構築を検討しましょう。

取り組みのポイント

一般社団法人日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会 編 B型肝炎治療ガイドライン 第3.2版

https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b
（2020年7月）に免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドラインが掲載されています。


